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 移動タンク貯蔵所での危険物の移送は、大量の危険物を取り扱うこと

になるため、事故による被害は大きなものとなります。 

 安全運転を心がけるとともに、万が一事故が起きたときの対応方法を

確認しておきましょう。 

 

１ 危険物移送中の注意点 

① 車間距離を十分に取り、安全運転を心がける。 

② 移送している危険物のイエローカードを携行する。 

③ 事故があったときは、すぐに消防機関に連絡をするとともに、応急

の措置を講じる。 

 

２ 県外の事故事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

５ 危険物移送中の注意点 

 

平成２８年２月改訂 

①移動タンク貯蔵所でガソリンを移送中に乗用車と衝突、横転した際、

タンク本体に亀裂が生じ、漏れ出したガソリンに引火。移動タンク貯

蔵所が全焼した。             （Ｈ２５：宮城県） 

②移動タンク貯蔵所で軽油を移送中、運転操作を誤り横転。タンク本体

の損傷部分から軽油１，９００リットルが流出。一部が河川及び海へ

流出した。                （Ｈ２５：福井県） 

③移動タンク貯蔵所でガソリン及び軽油を移送中、カーブを曲がりきれ

ずに横転。タンク側面の損傷部からガソリン１１，０００リットル及

び軽油３，０００リットルが流出。一部が河川まで流出した。 

                      （Ｈ２５：愛媛県） 

 

移動タンク貯蔵所横転に

よる火災の事故例 


